
   

 

 

 

 

 

 

建築物調査業務約款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

１．責務 

建築物調査申請者（以下｢甲｣という。）及びハウスプラス確認検査株式会社（以下｢乙｣

という。）は、エネルギーの使用合理化に関する法律（昭和 54年法律第 49 号。以下「法」

という。）ならびにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款及びハウスプラス確

認検査株式会社建築物調査業務規程（以下「業務規程」という。）に定められた事項を

内容とする契約（以下｢この契約｣という。）を履行する。 

(1) 甲は、乙の求めに応じ、建築物調査のために必要な情報を乙に提供しなければな
らない。 

(2) 甲は、乙の調査員が建築物調査の対象となる建築物及びその敷地に立ち入ること
に協力する。 

(3) 甲は乙への建築物調査申請書及びこれらに関する添付図書について事実に相違な
い事を記載しなければならない。 

 

２．業務完了期日  

乙の業務完了の期日は、引受書に定める期日とする。 

ただし、第三者の妨害、天災その他乙の責に帰することのできない事由により業務完

了期日から遅延する場合には、甲との協議の上、期日を変更できる。また、乙は、甲

が前条に定める責務を怠った時その他乙の責に帰すことができない事由により、業務

完了期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対し、その理由を明示

の上、業務完了期日の変更を請求することができる。この場合において、必要と認め

られる業務完了期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。  

   

 

３．手数料 

(1) 建築物調査に関する手数料の額は別表のとおりとする。 
(2) 甲が乙に対し、建築物調査申請書及び必要書類を提出し、乙がこれらを確認のう

え、調査可能と判断した場合、乙は甲に対して引受書及び請求書を発行する。甲

は、請求書に記載された期日（以下「支払い期日」という。）までに、手数料の振

込を完了するものとする。 

甲は、前項の支払い期日までに、乙の指定する銀行口座への振込送金により、手

数料を納入しなければならない。なお、振込手数料は甲の負担とする。 

(3) 甲が第 1 項の支払い期日までに、手数料を納入しない場合、乙は「適合書」また
は「不適合理由書」を交付しない。この場合において、乙が「適合書」または「不

適合理由書」を交付しないことによって生じた損害については、乙はその賠償の

責めに任じないものとする。 

 

 

 



   

 

４．甲の解除権 

次の各号のいずれかに該当するときは、甲は乙に書面をもって通知して本契約を解

除することができる。 

(1) 乙が、正当な理由なく、業務完了期日から遅延し、又は遅延することが明らかで
ある場合 

(2) 乙が本契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正さ
れない場合 

２ 前項に規定する場合のほか、甲は、適合書が交付できる旨または交付できない旨が

通知されるまで、当機関に書面をもって通知することにより、本契約を解除すること

ができる。 

３ 第１項に基づく契約解除の場合、甲が手数料を既に支払っているときはその支払済

みの手数料の返還を乙に請求することができ、また、甲に損害が生じたときは、その

賠償を乙に請求することができる。なお、この契約解除により乙に損害が生じても、

甲はその損害賠償の責に任じないものとする。 

４ 乙の建築物調査実施後、第２項に基づく契約解除（申請の取下げ）がなされた場合、

乙は手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が支払

われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。なお、この契約解

除により、乙に損害を生じたときは、その賠償を甲に請求することができる。 

 

５．乙の解除権 

次の各号のいずれかに該当するときは、乙は甲に書面をもって通知して本契約を解

除することができる。 

(1) 甲が第 1条に定める責務を怠る等乙の業務の履行に必要な協力をしない場合 
(2) 甲が書面をもって申し出た業務完了期日の延長の理由について、乙が正当でない

と認める場合 

(3) 甲が、正当な理由なく、第 3 条に規定する手数料を支払い期日までに納入しない
場合 

(4) 甲が本契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正さ
れない場合 

(5) その他甲に帰すべき事由がある場合 
２ 前項に基づく契約解除の場合、乙は手数料が既に支払われているときはこれを甲に

返還せず、また当該手数料が支払われていないときは、これの支払いを甲に請求する

ことができる。 

３ 第１項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙に損害が生じたときは、その賠償

を甲に請求することができる。なお、本契約解除により甲に損害が生じても、乙はそ

の損害賠償の責に任じないものとする。 

 

 



   

 

６．乙の免責 

当該契約は、建築物調査の対象となる建築物が建築基準法その他の法令に適合する

ことを、乙が保証するものではない。 

２ 当該契約は、建築物調査の対象となる建築物におけるエネルギーの効率的な利用の

ための性能について、乙が保証するものではない。 

３ 建築物調査提出図書に虚偽があることその他乙の責に帰することのできない事由

により、適切な建築物調査を行うことができなかった場合においては、建築物調査の

結果について、乙は責任を負わない。 

４ 建築物調査提出図書に虚偽があったことが、業務完了後に発覚した場合、当該調査

の結果について、乙は責任を負わない。 

 

７．秘密保持 

乙は、本契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために

使用してはならない。 

２ 前項の規定は、次にいずれかに該当するときは適用しない。 

(1) 法令に基づく場合 
(2) 既に公知であるか、または乙の過失によらず公知となった場合 
(3) 甲が秘密情報でない旨、書面等で表明した場合 
 

 

８．損害賠償 

甲及び乙は、この契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に

請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限は、当該申請手数料とす

る。 

 

９．特約 

 この約款の一部条項において特約をした場合については、当該条項の定めにかかわ

らず、その特約事項を適用するものとする。 

 

１０．約款の変更 

 乙は、この約款を変更することがある。この場合には、料金その他条件は、変更後

の約款によるものとする。 

 

１１．別途協議  

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲

乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。 

 

 



   

 

附則 

 

（実施期日） 

この約款は、平成 26年 1 月 9 日より施行する。 



   

 

別表： 建築物調査手数料（単位：円、消費税抜き） 

建築物の分類 
2,000 ㎡以上 

5,000 ㎡未満 

5,000 ㎡以上 

10,000㎡未満 

10,000㎡以上 

20,000㎡未満 
20,000㎡以上 

1 物流施設 120,000 135,000 157,500 

2 生産施設 165,000 255,000 405,000 

3 運動施設 345,000 450,000 別途見積 

4 業務施設 367,500 622,500 1,050,000 

5 商業施設 187,500 262,500 367,500 

6 共同住宅 307,500 412,500 562,500 

7 教育施設 727,500 1,200,000 2,025,000 

8 専門的教育・研究施設 292,500 397,500 532,500 

9 宿泊施設 337,500 465,000 645,000 

10 医療施設 397,500 607,500 900,000 

11 福祉・厚生施設 435,000 622,500 別途見積 

12 文化・交流・公益施設 825,000 1,275,000 1,950,000 

別途見積 

 

 

 

[ 追加手数料 ] 

当機関本店所在地（東京都港区芝５－３３－７）から、調査対象となる建築物までの

距離が以下に該当する場合、建築物調査申請者はこれに基づく費用を追加で負担するも

のとする。 

 

概ね５０km～１００km： １３，０００円×検査員数 

 概ね１００km 以上： （１５，０００円＋旅費実費）×検査員数 

 

 


